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第 80回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

第３回常任委員会 次第 

 

１ 開 会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 議 事 

≪報告事項≫ 

 報告第１号 第 80回国民スポーツ大会つがる市準備委員会常任委員会 

委員の変更について 

 

≪審議事項≫ 

議案第１号 第２回総務企画専門委員会付託事項審議結果について 

議案第２号 第２回競技式典専門委員会付託事項審議結果について 

議案第３号 第２回宿泊衛生専門委員会付託事項審議結果について 

議案第４号 第２回輸送交通専門委員会付託事項審議結果について 

 

４ 閉 会 
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第 80回国民スポーツ大会つがる市準備委員会常任委員会委員の変更について 

 第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会会則第８条第３項の規定に基づき、第２回

常任委員会（令和５年 12 月５日開催）以降、令和６年６月 19 日までの間における常任委

員会委員の変更について、次のとおり報告します。 

 

令和６年６月 19 日 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

常任委員会 委員長 倉 光 弘 昭 

 

○副会長                           （順不同・敬称略） 

所属機関・団体／役職名（新任者） 新任者 前任者 

つがる市商工会 会長 長内 明彦 宮本 純一 

 

○常任委員 

所属機関・団体／役職名（新任者） 新任者 前任者 

つがる市校長会 会長 梅津 知己 桑村 哲二 

青森県立木造高等学校 校長 三上 保 下山 敦史 

きづくり商店街振興会 会長 長谷川 靖久 澁谷 省一 

つがる市消防署 署長 工藤 康人 田中 久仁 

東日本旅客鉄道株式会社秋田支社五所川原駅 駅長 高橋 賢 山本 陽 

つがる市総務部 部長 高橋 一也 坂本 潤一 

つがる市民生部 部長 高橋 勉 成田 毅彦 

つがる市健康福祉部 部長 島田 安子 高橋 一也 

つがる市経済部 部長 三上 恒寛 工藤 睦郎 

つがる市建設部 部長 成田 正隆 工藤 一志 

つがる市教育委員会教育部 部長 鳴海 義仁 三上 恒寛 

つがる市議会事務局 事務局長 山口 淳志 工藤 敏弘 

 

報告第１号 
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第２回総務企画専門委員会付託事項審議結果について 

 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会会則第 12 条第７項の規定に基

づき、総務企画専門委員会へ付託した事項の審議結果について、次のとおり提案

します。 

 

令和６年６月 19 日 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

常任委員会 委員長 倉 光 弘 昭 

  

議案第１号 
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令和６年３月 13 日 

 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

常任委員会 委員長 倉 光 弘 昭 様 

 

 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

総務企画専門委員会 委員長 戸沼 佳一 

 

第２回総務企画専門委員会付託事項審議結果について 

 

 第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会会則第 12 条第７項の規定に基

づく、当委員会への付託事項について、令和６年３月 13 日に委員会を開催し、

次のとおり審議したので同会則第 13 条第２項の規定により報告します。 

 

 

記 

 

１ 第 80 回国民スポーツ大会つがる市開催推進総合計画年次計画の改訂について 

 

２ 青の煌めきあおもり国スポ・障スポつがる市企業協賛取扱要項（案） 

 

３ 青の煌めきあおもり国スポ・障スポつがる市ボランティア募集要項（案） 
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第 80回国民スポーツ大会つがる市開催推進総合計画 

年次計画の改訂について 
 

 令和４年２月 14 日開催の第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会第１

回常任委員会で決定された市開催推進総合計画年次計画について、開催準備等

の進捗状況を踏まえ所要の改訂を行うもの。 

 

〇主な変更点 

・実行委員会への改組時期を変更（令和５年度→令和６年度） 

・実行委員会ウェブサイトへの移行時期を変更（令和５年度→令和６年度） 

・ボランティア募集・養成の時期を変更（令和５年度→令和６年度） 

・大会弁当調達要項の策定時期を変更（令和５年度→令和６年度） 



2020 2021 2022 2023 2024 2025

令和2年（6年前） 令和3年（5年前） 令和4年（4年前） 令和5年（3年前） 令和6年（2年前） 令和7年（1年前）

鹿児島県（延期） 三重県（中止） 栃木県 鹿児島県 佐賀県 滋賀県

総務企画

財務
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第80回国民スポーツ大会つがる市開催推進総合計画年次計画【１次改訂】（案）

2026

令和8年（開催年）

開催県 青森県

総合体育館整備 総合体育館供用開始

国スポ準備室設置 文科省・JSPO総合視察

会期決定

中央競技団体第2次視察

リハーサル大会開催

準備委員会設立 実行委員会へ改組

準備委員会設立発起人会 準備委員会設立・第1回総会

常任委員会

総務企画専門委員会

競技式典専門委員会

宿泊衛生専門委員会

輸送交通専門委員会

準備委員会第2回総会 準備委員会第3回総会 準備委員会第4回総会

実行委員会第1回総会

実行委員会第2回総会
実行委員会第3回総会

実行委員会第4回総会

開催基本方針等

開催推進総合計画 計画進行・管理

運営ガイドライン リハ大会実施本部マニュアル 国スポ実施本部マニュアル

識別用品整備要項 リハ大会識別用品配布 国スポ識別用品配布

支給物品等配布要項 リハ大会支給物品等配布 国スポ支給物品等配布

拾得遺失物取扱要項 リハ大会拾得遺失物取扱 国スポ拾得遺失物取扱

保険加入要項 リハ大会保険加入 国スポ保険加入

本大会経費調査・検討、編成 国スポ予算執行・決算

リハーサル大会経費調査・検討、編成 リハ大会予算執行・決算

企業協賛取扱要項 企業協賛推進

広報基本計画 広報啓発活動推進

準備委員会ウェブサイト開設 実行委員会ウェブサイトへ移行

広報看板等設置・随時更新

大会報告書編集方針検討 大会報告書編集方針策定 大会報告書作成

市民協働基本計画 市民協働活動推進

ボランティア募集要項 ボランティア募集・養成 リハ大会ボランティア配置 国スポボランティア配置

歓迎接伴基本計画 歓迎接伴要項 ガイドブック等作成・配布

案内所・休憩所等設置要項 リハ大会案内所等設置 国スポ案内所等設置

売店設置要項 リハ大会売店設置 国スポ売店設置

歓迎装飾要項 リハ大会歓迎装飾 国スポ歓迎装飾

競技運営基本計画 競技別実施要項検討 競技別実施要項策定 競技別プログラム作成

競技別日程・組合せ検討 組合せ抽選会実施要項策定 組合せ抽選会実施

競技用具整備計画第1次調査 競技用具整備計画第2次調査 競技用具整備計画推進

競技役員等第1次編成調査 競技役員等第2次編成調査 競技役員等編成決定 競技役員等の委嘱

競技会係員・補助員編成 リハ大競技会係員・補助員委嘱 国スポ競技会係員・補助員委嘱

リハ大会開催意向調査 リハ大会実施検討 リハ大会開催リハ大会開催基本計画 リハ大会競技別実施要項

式典基本計画 リハ大会式典 国スポ式典

炬火イベント基本計画 炬火イベント実施要項 炬火イベント

競技会場管理計画 リハ大会会場設営 国スポ会場設営

宿泊基本計画 宿泊実施要項検討 リハ大宿泊実施要項 国スポ宿泊実施要項 国スポ宿泊本部設置

第1次仮配宿シミュレーション 宿舎充足対策検討・実施 国スポ配宿実施

大会弁当調達要項 リハ大会弁当調達 国スポ弁当調達

医事衛生基本計画 医療救護要項 医療救護実施要領 国スポ宿泊実施要項 国スポ宿泊本部設置

防疫対策要項

食品衛生対策要項

環境衛生対策要項

リハ大会救護所設置計画 リハ大会救護所設置

防疫対策実施要領

食品衛生対策実施要領

環境衛生対策実施要領

国スポ医療衛生本部設置

輸送交通基本計画 輸送交通業務実施要項 輸送量調査・シミュレーション

リハ大会輸送計画

国スポ輸送計画

リハ大会計画輸送実施

国スポ輸送本部設置

警備消防防災基本計画 消防防災・警備業務実施要項 リハ大会警備消防防災本部設置 国スポ警備消防防災本部設置

施設整備基本計画 施設整備推進・点検

－6－
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青の煌めきあおもり国スポ・障スポつがる市企業協賛取扱要項（案） 

１ 趣旨 

  この要項は、本市で開催される第 80 回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国ス 

ポ」、第 25 回全国障害者スポーツ大会「青の煌めきあおもり障スポ」及び競技別リハ 

ーサル大会（以下「大会」という。）における企業協賛の取扱いについて必要な事項を 

定める。 

２ 定義 

  この要項において、企業協賛とは、企業、団体等からの協賛（以下「協賛」という。） 

をいう。 

３ 協賛の内容 

協賛の内容は、原則として大会の広報啓発及び歓迎装飾に係る物品又はその他大会の 

運営に要する用具等（以下「協賛物品等」という。）の受入れによるものとする。 

４ 協賛の実施方法 

（１）協賛は、第 80回国民スポーツ大会つがる市準備委員会（以下「準備委員会」という。） 

において受入れる。 

（２）協賛の方法は、提供又は貸与とする。 

（３）協賛の申し込みは、協賛申込書（様式第１号）により行う。 

（４）協賛の受け入れを決定し、これを受領したときは、協賛受領書（様式第２号）を 

交付する。 

（５）協賛物品等の搬入、据付、撤去等にかかる費用は、原則として協賛者の負担とする。 

５ 協賛として受入れないもの 

（１）大会の趣旨に反するもの 

（２）法令等に違反するもの及び公の秩序又は良俗を乱すおそれがあると認められるもの 

（３）青少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの 

（４）政治活動、宗教活動等に係ると認められるもの 

（５）個人の氏名を宣伝する目的と認められるもの 

（６）その他準備委員会が適当でないと認めるもの 

６ 協賛の表示 

（１）協賛物品等には、協賛者の意向に応じ協賛の表示を行うことができる。ただし、協 

賛物品等に直接表示することが不適当な場合には、その他の方法により表示するもの 

とする。 

（２）前号の規定により表示をする場合は、表示方法、表示箇所、文字等の大きさ等につ 

いて、準備委員会の承認を得て行うものとする。 

７ 協賛への謝意 

  協賛物品等の提供を受けたときは、協賛者に対して感謝状の贈呈等を行うことができる。 

また、必要に応じて準備委員会ホームページ等にその旨を掲載することができる。 
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８ 協賛の受入期間 

協賛の受入期間は、大会終了までとする。 

９ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）準備委員会は必要と認められる場合、この要項を改めることができる。 
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様式第１号 

 

協賛申込書 

 年 月 日 

第 80 回国民スポーツ大会 

つがる市準備委員会 会長  

 

（申込者）             

所在地              

名称・商号            

代表者名             

 

つがる市で開催される第 80 回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」、第 25

回全国障害者スポーツ大会「青の煌めきあおもり障スポ」及び競技別リハーサル大会の開

催趣旨に賛同し、下記のとおり協賛します。 

 

記 

協賛物品等 

品 目  

規格等  

単 価  

数 量  

総 額 

（相当額） 
 

協賛方法 □ 提供    □ 貸与 

引渡予定年月日  

その他  

 

（担当者）            

所属名             

氏名              

電話番号            
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様式第２号 

 

協賛受領書 

 年 月 日 

 

         様 

 

第 80 回国民スポーツ大会    

つがる市準備委員会 会長   

 

 つがる市で開催される青の煌めきあおもり国スポ・障スポ及び競技別リハーサル大

会にかかる協賛物品等を下記のとおり受領しました。 

 

記 

協賛物品等 

品 目  

規格等  

単 価  

数 量  

総 額 

（相当額） 
 

協賛方法 □ 提供    □ 貸与 

受領年月日  

その他  
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青の煌めきあおもり国スポ・障スポつがる市ボランティア募集要項（案） 

１ 趣旨 

  この要項は、本市で開催される第 80 回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国ス 

ポ」、第 25 回全国障害者スポーツ大会「青の煌めきあおもり障スポ」及び競技別リハ 

ーサル大会（以下、「大会」という。）において、市民一人ひとりが、それぞれの立場 

で積極的に参加し、大会参加者や一般観覧者を心のこもったおもてなしでお迎えすると 

ともに、喜びと感動を共有する大会とするため、大会の運営及び広報に携わるボランテ 

ィアの募集に関し、必要な事項を定める。 

２ 募集主体 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会（以下「準備委員会」という。） 

３ 活動内容 

本市で開催する競技会の運営及び大会等の広報に携わるボランティアの主な活動内容 

は次のとおりとする。 

区 分 主な活動内容 

会場受付 競技会場での受付、資料配布 

会場案内 競技会場等での案内、情報提供 

休憩所 休憩所におけるドリンクサービス、おもてなし 

弁当配布 弁当の配布、空き箱の回収 

会場整理 競技会場における会場準備、来場者の誘導、駐車場等整理の補助 

環境美化 競技会場内外の美化、清掃活動 

広報活動 各種イベント等における大会等の PR 活動 

その他 上記のほか、競技会運営に関する活動 

４ 募集期間 

令和６年から募集し、リハーサル大会については令和７年３月末、本大会については 

令和８年５月末までとする。 

５ 募集人数 

200 人程度 

６ 応募要件 

  つがる市内に在住、在学又は在勤している中学生以上の個人若しくはグループ又はつ 

がる市に拠点を有する団体。但し、応募時点で 18 歳未満の方は、保護者の同意を必要 

とする。 

７ 応募方法 

  所定の申込書に必要事項を記入の上、準備委員会事務局まで持参、郵送、ファックス

またはメールにより行う。 
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８ 登録・抹消 

（１）応募要件を満たした応募者をボランティアとして登録する。 

（２）ボランティア登録後に、活動区分の変更又は追加をすることができる。 

（３）次の場合に登録を取り消すことができる。 

  ア 本人又は団体から申し出があった場合 

  イ 大会のイメージを損なう行為があった場合 

  ウ 大会運営に支障があると判断したとき 

９ 活動期間 

  ボランティア登録後から大会終了までとする。 

10 活動内容の決定 

  登録者の具体的な活動内容については、準備委員会が実施する希望調査等を参考に決 

定する。 

11 研修等 

準備委員会は、登録者に対し、大会に関する認識を深め、円滑な大会運営を行えるよ 

う必要に応じて研修会等を実施する。 

12 報酬及び交通費等 

（１）ボランティア活動及び研修等の参加に係る報酬は無償とし、交通費は自己負担とする。 

（２）ボランティア活動にあたっては、ボランティアであることを識別できる服飾及び食 

事を、必要に応じて準備委員会が支給する。 

13 保険 

  ボランティアの活動及び研修にあたっては、必要に応じて準備委員会の負担で「傷害 

保険」及び「損害賠償責任保険」に加入する。 

それ以外の活動における事故等について、準備委員会は責任を負わないものとする。 

14 個人情報の取扱い 

  ボランティアの個人情報については、準備委員会が大会準備及び運営のためのみ使用す 

るものとし、関係法令の規定に基づき適正に管理する。 

15 その他 

この要項に定めるもののほか、ボランティアの募集に関して必要な事項は別に定める。 
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第２回競技式典専門委員会付託事項審議結果について 

 

 第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会会則第 12 条第 7 項の規定に基

づき、競技式典専門委員会へ付託した事項の審議結果について、次のとおり提案

します。 

 

令和６年６月 19 日 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

常任委員会 委員長 倉 光 弘 昭 

 

  

議案第 2 号 
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令和６年３月 13 日 

 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

常任委員会 委員長 倉 光 弘 昭 様 

 

 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

競技式典専門委員会 委員長 今 淳一 

 

第２回競技式典専門委員会付託事項審議結果について 

 

 第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会会則第 12 条第 7 項の規定に基

づく、当委員会への付託事項について、令和６年３月 13 日に委員会を開催し、

次のとおり審議したので同会則第 13 条第 2 項の規定により報告します。 

 

 

記 

 

１ 第 80 回国民スポーツ大会つがる市リハーサル大会開催基本計画（案） 
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第 80 回国民スポーツ大会つがる市リハーサル大会開催基本計画（案） 

１ 目的 

  第 80 回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」（以下「国スポ」とい 

う。）に備えて、本市で開催する競技別リハーサル大会（以下「大会」という。） 

については、県が定める「第 80 回国民スポーツ大会競技別リハーサル大会開催基 

準要項」及び「第 80 回国民スポーツ大会つがる市競技運営基本計画」に基づき、 

競技会の運営能力の向上と市民の機運醸成を図るため、県、競技団体、関係機関等 

と協力して開催する。 

２ 大会の選定 

  大会は、県及び競技団体との協議により選定する。 

３ 大会の運営 

  大会は、原則として国スポに準じて運営するものとし、競技団体と協力し、目的 

や実情に応じ、必要最小限の経費で創意工夫を凝らした質の高い効率的な大会運営 

に努める。 

４ 内容 

（１）実施本部の設置 

大会の運営に万全を期するため、大会実施本部を設置する。 

（２）競技運営 

  ア 競技運営 

    競技運営の主管は競技団体とし、市は競技団体との緊密な連携のもとに、合 

理的かつ効率的な運営に努める。 

  イ 競技記録の収集及び速報 

    競技団体との緊密な連携のもとに、迅速かつ正確な記録の収集及び速報に努 

める。 

（３）式典 

  ア 開・閉会式及び表彰式 

    開・閉会式及び表彰式（以下「式典」という。）は、競技団体と協議し、競 

技運営に支障のないよう簡素化に努める。 

  イ 式典音楽 

    式典で使用する音楽は、CD 等の活用を図るなど簡素化に努める。 

 



 

- 16 - 

（４）施設 

   大会で使用する施設は、原則として国スポで使用する競技会場を充てることと 

し、できる限り国スポと同じ条件により行う。また、大会運営に必要な仮設施設 

については、競技団体及び施設管理者と協議のうえ、整備する。 

（５）競技物品 

   大会に必要な競技物品については、既存物品を活用することとし、不足する場 

合は、借用での対応を基本とする。また、物品を新たに購入する場合は、必要最 

小限とする。 

（６）広報・市民運動 

   国スポに対する市民の理解を深め、市民総参加の気運を盛り上げるため、広報 

活動及び市民運動を展開する。 

（７）観光・接伴 

   大会に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以下「大 

会参加者」という。）並びに一般観覧者に心のこもったおもてなしを提供するた 

め、必要に応じて歓迎装飾や案内所、休憩所、売店等を設置する。 

（８）宿泊・医事・衛生 

  ア 宿泊 

    大会参加者がそれぞれの分野で十分な活躍ができるよう、関係機関等の協力 

を得て、快適な宿泊環境の提供に努める。 

  イ 医事・衛生 

    大会参加者及び一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）の傷病に速や 

かに対処するため、関係機関等の協力を得て、医療救護体制を整えるとともに、 

清潔で快適な環境整備に努める。 

（９）輸送交通 

   大会参加者等の輸送については、原則として既存の公共交通機関を利用する。 

ただし、公共交通機関の状況や競技の特殊性から必要と認めるときは、計画輸送 

を行う。 

（10）消防・警備 

   大会を安全かつ円滑に運営するため、関係機関等と連携し、競技会場等におけ 

る災害の防止や治安の確保、非常時における緊急対応に万全を期する。 

 

５ その他 

  この計画に定めるもののほか、必要な事項は、第 80 回国民スポーツ大会つがる 

市開催準備総合計画年次計画に定める各基本計画に準じて実施する。 
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第２回宿泊衛生専門委員会付託事項審議結果について 

 

 第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会会則第 12 条第 7 項の規定に基

づき、宿泊衛生専門委員会へ付託した事項の審議結果について、次のとおり提案

します。 

 

令和６年６月 19 日 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

常任委員会 委員長 倉 光 弘 昭 

 

  

議案第 3 号 
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令和６年３月 12 日 

 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

常任委員会 委員長 倉 光 弘 昭 様 

 

 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

宿泊衛生専門委員会 委員長 小山内 金弥 

 

第２回宿泊衛生専門委員会付託事項審議結果について 

 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会会則第 12 条第 7 項の規定に基

づく、当委員会への付託事項について、令和６年３月１２日に委員会を開催し、

次のとおり審議したので同会則第 13 条第 2 項の規定により報告します。 

 

 

記 

 

１ 青の煌めきあおもり国スポつがる市医療救護要項（案） 

 

２ 青の煌めきあおもり国スポつがる市防疫対策実施要項（案） 

 

３ 青の煌めきあおもり国スポつがる市食品衛生対策実施要項（案） 

 

４ 青の煌めきあおもり国スポつがる市環境衛生対策実施要項（案） 
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青の煌めきあおもり国スポつがる市医療救護要項（案） 

１ 趣旨 

  この要項は、「第 80 回国民スポーツ大会つがる市医事・衛生基本計画」 

に基づき、第 80 回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」（以下 

「大会」という。）における医療救護について万全を期するため、必要な事 

項を定める。 

２ 実施方法 

  第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会（以下「準備委員会」とい 

う。）は、青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会と相互に連絡調整 

を図るとともに、関係機関等の協力を得て医療救護を実施する。 

３ 救護所の設置 

（１）設置場所 

   救護所は、各競技会場の適切な場所に設置する。 

（２）人員配置 

   救護所には、必要に応じて医師、看護師、保健師、救急隊員等を置く。 

（３）その他 

   救護所には、医薬品（ドーピング禁止物質を含有しないものに限る。以 

下同じ。）を配備するとともに、必要に応じて医療器具、AED（自動体外 

式除細動器）等を配備する。 

４ 救護所における医療救護 

  救護所では、傷病者に対する応急処置を行うほか、必要に応じて医療機関 

に移送する。 

５ 練習会場における医療救護 

  練習会場に医薬品を配備するとともに、必要に応じて係員等を配置する。 

６ 炬火イベント等における医療救護 

  市内における炬火イベント等の開催に際しては、必要に応じて医療救護を 

実施する。 
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７ 宿舎における医療救護 

  大会参加者等が、宿舎において発病又は負傷した場合には、宿舎提供者が 

必要に応じて医療機関の紹介、または、救急自動車の出動依頼を行うととも 

に、その旨を速やかに市実施本部に連絡する。また、準備委員会は、本役割 

について宿舎提供者への周知に努める。 

８ 救急自動車等の配備 

  救急自動車等の配備については、別途、関係機関と協議して定める。 

９ 医療費の負担 

  救護所での応急処置に係る費用及び救急自動車等による移送費用を除き、 

医療費は全て受診者が負担するものとする。 

10 その他 

（１）この要項に定めるもののほか、医療救護の実施に関して必要な事項は、 

別に定める。 

（２）本市で開催する競技別リハーサル大会における医療救護についても、必 

要に応じてこの要項を準用する。 

 



- 21 - 

青の煌めきあおもり国スポつがる市防疫対策実施要項（案） 

１ 趣旨 

この要項は、「第80回国民スポーツ大会つがる市医事・衛生基本計画」に 

基づき、第80回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」（以下「大 

会」という。）における防疫対策について万全を期するため、必要な事項を 

定める。 

２ 実施方法 

第80回国民スポーツ大会つがる市準備委員会は、青の煌めきあおもり国ス 

ポ・障スポ実行委員会と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関等の協力 

を得て、防疫対策を実施する。 

３ 防疫対策 

（１）衛生に対する意識の向上 

感染症の発生を予防し、そのまん延を防止するため、市民及び大会参加 

者等の衛生に対する注意喚起を図り、手洗いをはじめとする感染対策等、 

予防に向けた取組みを奨励する。 

（２）感染症に関する情報収集及び提供 

大会参加者等に感染症患者が発生した場合に、関係機関が迅速に対応で 

きるよう、必要な連絡体制を整備する。また、本市での流行状況を常に監 

視し、ホームページ等を活用し、大会参加者等への情報提供及び注意喚起 

を行う。 

（３）感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む。）に対する措置 

大会参加者等に感染症患者が発生した場合は、患者に対して医療機関に 

関する情報を迅速に提供するなど、適切な治療を受けられるよう努めると 

ともに、感染の拡大防止に向けて感染症の予防及び感染症の患者に対する 

医療に関する法律等に基づき必要な措置を講じる。 

４．その他 

（１）この要項に定めるもののほか、防疫対策の実施に関して必要な事項は、

別に定める。 

（２）本市で開催する競技別リハーサル大会における防疫対策についても、 

必要に応じてこの要項を準用する。 
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青の煌めきあおもり国スポつがる市食品衛生対策実施要項（案） 

１ 趣旨 

この要項は、「第80回国民スポーツ大会つがる市医事・衛生基本計画」に 

基づき、第80回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」（以下「大 

会」という。）における食品衛生対策について万全を期するため、必要な事 

項を定める。 

２ 実施方法 

第80回国民スポーツ大会つがる市準備委員会（以下「準備委員会」という｡） 

は、青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会と相互に連絡調整を図る 

とともに、関係機関・団体等の協力を得て、食品衛生対策を実施する。 

３ 食品衛生対策 

（１）食品衛生に対する意識の向上 

食品関係事業者並びに市民、大会参加者等に食品衛生に関する意識の 

向上を図り、食品の衛生的取扱いの向上を図る。 

（２）食品取扱施設等に対する監視、指導 

食品取扱施設等に対する監視、指導を強化し、施設の整備促進及び食品 

の衛生的取扱いの向上を図る。 

（３）土産食品の衛生対策 

土産食品製造施設及び販売施設等に対する監視、指導を強化し、土産 

食品の衛生確保及び適正表示の徹底を図る。 

（４）会場等における食品販売店対策 

   競技会場等の食品販売店に対して、食品衛生の監視、指導を行う。 

（５）健康診断 

食品関係事業者に対し、食中毒の発生予防を重点とした従事者の健康管 

理の徹底及び病原体保有者の発見に向けた保菌検査（検便）を励行するよ 

う指導する。 

ア 対象者 

（ア）大会参加者等が宿泊する施設の食品関係従事者 

（イ）大会参加者等に昼食（弁当を含む。）を提供する食品関係従事者 

（ウ）競技会場等において食品を提供する売店の従事者 
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（エ）その他準備委員会が必要と認めた者 

イ 病原体保有者に対する対策 

  検査の結果、病原体保有者と判断された者については、感染症の予防 

及び感染症の患者に対する医療に関する法律等に基づき必要な対策を講 

じる。 

（６）食中毒発生時の対応 

   大会参加者等に食中毒患者が発生した場合は、食品衛生法等に基づき必 

要な措置を講じるとともに、関係機関が迅速に対応できるよう、必要な連 

絡体制を整備する。 

４ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、食品衛生対策の実施に関して必要な事項 

は別に定める。 

（２）本市で開催する競技別リハーサル大会における食品衛生対策について 

も、必要に応じてこの要項を準用する。 
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青の煌めきあおもり国スポつがる市環境衛生対策実施要項（案） 

１ 趣旨 

この要項は、「第80回国民スポーツ大会つがる市医事・衛生基本計画」に 

基づき、第80回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」（以下「大 

会」という。）における環境衛生対策について万全を期するため、必要な事 

項を定める。 

２ 実施方法 

第80回国民スポーツ大会つがる市準備委員会は、青の煌めきあおもり国 

スポ・障スポ実行委員会と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関等の 

協力を得て環境衛生対策を実施する。 

３ 環境衛生対策 

（１）環境衛生に対する意識の向上 

関係機関・団体等と連携し、市民及び大会参加者等の環境衛生に対す 

る意識の向上を図り、環境美化の推進に努める。 

（２）会場の環境美化 

関係機関・団体等と連携し、競技会場及び練習会場等の衛生管理体制 

を確立し、会場を清潔に保持するよう努める。 

（３）生活環境の美化 

関係機関・団体等と連携し、会場、宿舎等の周辺における道路、河川、 

公園等公共の場所の清掃を積極的に行うとともに、ごみの不法投棄、空き 

缶等のポイ捨ての防止に向けた啓発に努める。 

（４）宿舎の衛生対策 

関係機関・団体等と連携し、宿舎の管理者に対し、宿泊者が快適な 

条件のもと過ごせるような宿舎及びその周辺の環境衛生の保持に努める 

よう指導する。 

（５）衛生害虫等の対策 

   民間団体、地域住民等の協力を得て、ねずみ・衛生害虫等の発生防止対 

策の啓発、予防及び駆除の指導に努め、衛生的な環境の確保に努める。 

（６）飲料水の衛生対策 

   水道事業者、その他関係機関と連携し、必要に応じて水質検査等を行う 
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とともに、施設等の維持管理に関する指導の強化を図るなど、飲料水の衛 

生保持に努める。 

（７）動物の適正管理 

   関係機関・団体等と連携し、犬の登録等の徹底に努め、会場、宿舎等の 

周辺における動物の危害の防止を図る。また、飼い犬・猫等の適正飼養管 

理に向けた啓発に努める。 

（８）受動喫煙防止対策 

  ア 指定場所以外での喫煙防止対策 

    競技会場等に必要に応じて喫煙所を設置するとともに、指定喫煙所以 

外での喫煙防止対策に努める。 

  イ 受動喫煙防止に対する意識の向上 

    関係機関・団体等と連携し、受動喫煙による健康への悪影響等につい 

て普及啓発を行い、受動喫煙防止に関する意識の向上を図る。 

４ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、環境衛生対策の実施に関して必要な事項 

は別に定める。 

（２）本市で開催する競技別リハーサル大会における環境衛生についても、 

必要に応じてこの要項を準用する。 
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第２回輸送交通専門委員会付託事項審議結果について 

 

 第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会会則第 12 条第 7 項の規定に基

づき、輸送交通専門委員会へ付託した事項の審議結果について、次のとおり提案

します。 

 

令和６年６月 19 日 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

常任委員会 委員長 倉 光 弘 昭 

 

  

議案第 4 号 
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令和６年３月 14 日 

 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

常任委員会 委員長 倉 光 弘 昭 様 

 

 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会 

輸送交通専門委員会 委員長 片山 徳明 

 

第２回輸送交通専門委員会付託事項審議結果について 

 

第 80 回国民スポーツ大会つがる市準備委員会会則第 12 条第 7 項の規定に基

づく、当委員会への付託事項について、令和６年３月 14 日に委員会を開催し、

次のとおり審議したので同会則第 13 条第 2 項の規定により報告します。 

 

 

 
記 

 

１ 青の煌めきあおもり国スポつがる市輸送交通業務実施要項（案） 

 

２ 青の煌めきあおもり国スポつがる市消防防災・警備業務実施要項（案） 
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青の煌めきあおもり国スポつがる市輸送交通業務実施要項（案） 

１ 趣旨 

この要項は、「第80回国民スポーツ大会つがる市輸送交通基本計画」に基 

づき、第80回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」（以下「大会」 

という。）における輸送交通業務の実施について、万全を期するため必要な 

事項を定める。 

２ 実施方法 

第80回国民スポーツ大会つがる市準備委員会（以下「準備委員会」という｡） 

は、青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」 

という。）との連携を図るとともに、関係機関・団体等の協力を得て輸送交 

通業務を実施する。 

３ 輸送交通業務の一般的事項 

（１）輸送対象者 

   輸送対象者は次のとおりとする。 

  ア 大会参加者 

（ア）選手・監督 

（イ）競技役員、競技補助員 

（ウ）競技会役員、競技会係員、競技会補助員 

（エ）報道関係者、視察員 

（オ）上記のほか、準備委員会が必要と認めた者 

イ 一般観覧者 

（２）輸送交通業務の実施期間 

   輸送・交通業務の実施期間は、原則として、公式練習日を含む各競技 

会の会期中とする。ただし、特別な事情があると認められる場合はこの 

限りではない。 

（３）輸送・交通業務の範囲等 

ア 輸送交通業務の範囲は、競技会場、練習会場、指定集合地、宿舎 

その他関連諸行事の会場（以下「競技会場等」という。）の相互間 

とする。 

イ 輸送については、原則として公共交通機関を利用することとし、 
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公共交通機関による輸送が困難な場合及び競技の実施に著しく支障 

がある場合は、計画輸送を行う。 

ウ 計画輸送は、原則として当該輸送交通業務の範囲が近距離（概ね 

２キロメートル未満をいう。）の場合は行わない。 

４ 輸送交通業務の内容 

（１）輸送業務の内容 

ア 輸送計画の策定 

   関係機関・団体等の協力を得て、輸送対象者、発着場所、発着時刻 

等を内容とする輸送計画を策定する。 

イ 指定集合地の設定 

   輸送の効率化を図るため、必要に応じて関係機関・団体等と協議のう 

え、指定集合地を設定する。 

ウ 輸送経路の設定 

   参加人員、時間帯等を考慮し、関係機関・団体等と協議のうえ、輸送 

経路を設定する。 

エ 輸送案内 

   必要に応じて主要な駅等に案内所を設置し、競技会場等への誘導案内 

を行う。 

オ 広域配宿における輸送 

   広域配宿によってつがる市以外に所在する旅館等を宿舎として利用す 

る必要が生じた場合は、当該選手・監督及び役員等の輸送を実施する。 

カ 同一競技が２市町以上で行われる場合の輸送 

   同一競技がつがる市とつがる市以外の会場地で行われる場合、関係会 

場地委員会と協議のうえ、必要に応じて輸送を実施する。 

キ 一般観覧者の輸送 

   一般観覧者の安全、円滑かつ効率的な輸送を行うため、関係機関・団 

体等の協力を得て必要な措置を講じる。 

ク バス・タクシー乗降所の設置及び係員の配置 

   競技会場等内のバス・タクシーの発着場所に、輸送対象者の利便と安 

全を図るため、乗降所を設置し、必要に応じて係員を配置する。 

 ケ 全国輸送との連携 
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（ア）指定下車駅等の設定 

     県実行委員会と協議のうえ、選手・監督及び役員等の下車駅等を、 

宿泊地の最寄りの駅等から１か所以上設定する。  

（イ）指定下車駅等からの輸送 

  指定下車駅等と宿舎の相互間の輸送については、原則として公共交 

通機関等を利用した自主移動とする。ただし、移動距離及び道路交通 

事情を勘案し、必要に応じて輸送を実施する。 

（２）輸送力の確保 

ア 臨時バスの運行等 

必要と認められる場合には、関係機関・団体等に対して、臨時バスの 

運行、バス路線の変更及び停留所の臨時設置等を要請するとともに、 

必要な措置を講じる。 

イ 車両の確保 

   計画輸送に使用する車両については、借上バス・タクシー等とし、関 

係機関・団体等の協力を得て、必要台数を準備委員会が確保する。 

ウ 予備車の確保 

   準備委員会は、大会期間中、予備車を用意して緊急時に備える。 

（３）交通業務の内容  

ア 交通規制 

   各競技会の円滑な運営に万全を期するため、所轄警察署等の協力を 

得て、必要に応じて競技会場周辺等における交通規制措置を講じる。 

イ 案内・誘導 

   輸送対象者を安全で正確かつ迅速に目的地へ誘導するため、必要に 

応じて主要道路、競技会場及びその周辺並びに駐車場等に案内・誘導 

看板等を設置する。 

ウ 交通整理 

   輸送対象者の通行の安全及び競技会場周辺の混雑防止のため、必要 

な箇所に係員を配置し、交通の整理や誘導を実施する。 

エ 路上駐車の防止 

   交通渋滞や事故発生の要因となる路上駐車を防止するため、所轄警 

察署の協力を得て、必要に応じて競技会場周辺等の巡回を行う。 
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オ 指定駐車場の確保及び開設 

   輸送対象者が利用する車両台数を勘案し、関係機関・団体等の協力 

を得て、指定駐車場の確保に努める。なお、指定駐車場と競技会場が 

遠隔地となる場合は、シャトルバスの運行等必要な措置を講じる。 

カ 指定駐車場の管理及び運営 

事故防止のため、指定駐車場に係員を配置し適切な車両誘導を行う。 

キ 駐車許可証の交付 

   利用者を限定する必要がある特定の指定駐車場を利用する者に対し 

ては、事前に駐車許可証を交付し、許可車両であることを確認するこ 

とにより、適切な車両誘導及び駐車場の円滑な管理運営を図る。 

ク 交通環境整備 

   大会期間中の環境への負荷の軽減と交通混雑の緩和のため、輸送対 

象者に対して公共交通機関の利用の促進及び自家用車での来場自粛を 

働きかける。また、市民等に対しても、渋滞の原因となる路上駐車の 

防止及び自家用車利用の自粛等の啓発を行う。 

  ケ 道路機能の保全 

    大会関係車両の通行が予想される道路の破損箇所の補修など必要な 

保全対策及び大会期間中に交通渋滞が予想される道路や競技会場等周 

辺の道路工事の計画的な実施について、道路管理者へ協力を求める。 

５ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における輸送交通業務の実施についても、必要 

に応じてこの要項を準用する。 
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青の煌めきあおもり国スポつがる市消防防災・警備業務実施要項（案） 

１ 趣旨 

この要項は、「第80回国民スポーツ大会つがる市消防防災・警備基本計画」 

に基づき、第80回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」（以下「大 

会」という。）における消防防災・警備業務の実施について、万全を期するた 

め必要な事項を定める。 

２ 実施期間 

  消防防災業務及び警備業務の実施期間は大会開催までのうち第80回国民ス 

ポーツ大会つがる市準備委員会（以下「準備委員会」という。）が必要と認 

める期間及び大会の会期中とする。 

３ 実施体制 

（１）大会開催前 

   準備委員会は、つがる市消防署及び関係機関・団体等との連携を図りな 

がら、平常時の業務体制で行う。 

（２）大会開催期間中 

ア 第80回国民スポーツ大会つがる市実施本部（以下「実施本部」という。） 

に消防防災・警備を統括する部を設置する。 

イ 実施本部は、必要に応じて、競技会場、練習会場、駐車場（以下「大会 

関連施設」という。）に消防警備班を設置する。 

４ 消防防災業務 

（１）基本的事項 

ア 消防法等関係法令を遵守し、特に大会関連施設及び宿泊施設の消防防 

災に取り組む。 

イ つがる市地域防災計画及び各施設の消防計画に定められた事項を基本 

とする。 

（２）実施内容 

ア 大会開催前 

（ア）大会関連施設における消防防災体制の確立に関すること。 

（イ）大会関連施設における消防用設備及び水利等の点検整備に関すること。 
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（ウ）消防防災に必要な教育訓練の実施に関すること。 

（エ）防火防災意識の高揚と、啓発活動の推進に関すること。 

（オ）大会関連施設での避難訓練に関すること。 

（カ）大会関連施設及び宿泊施設の予防査察に関すること。 

（キ）その他必要な消防防災業務に関すること。 

イ 大会開催期間中 

（ア）大会関連施設における火災等の予防、警戒及び鎮圧に関すること。 

（イ）大会関連施設の救急救助に関すること。 

（ウ）大会関連施設における避難経路の確保及び火災その他の災害発生 

時における避難誘導に関すること。 

（エ）その他必要な消防防災業務に関すること。 

（３）広域配宿に係る対策 

広域配宿が生じた場合の対策については、関係機関及び宿泊市町と調整 

し実施する。 

（４）大規模災害等に係る対策 

大規模災害が発生し、つがる市災害対策本部が設置された場合は、当該本 

部と連携し対応する。 

５ 警備業務 

（１）基本的事項 

大会関連施設の雑踏事故及びその他事件・事故の防止に取り組む。 

（２）実施内容 

ア 大会開催前 

（ア）大会関連施設における警備体制の確立に関すること。 

（イ）実地踏査の実施に関すること。 

（ウ）通信体制の確立に関すること。 

（エ）警備員等の確保と事前教育及び訓練に関すること。 

（オ）施設・構造物の安全対策の推進に関すること。 

（カ）関係機関・団体等との連絡協力体制の確立に関すること。 

（キ）その他必要な警備業務に関すること。 

イ 大会開催期間中 
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（ア）大会関連施設及び周辺における犯罪の予防に関すること。 

（イ）雑踏事故及びその他の事件・事故の防止に関すること。 

（ウ）大会関連施設及び必要と認める箇所での交通誘導警備に関すること。 

（エ）選手・監督、役員、視察員、報道員その他関係者及び一般観覧者の 

大会関連施設での誘導及び混雑防止の措置に関すること。 

（オ）大会関連施設における避難通路の確保に関すること。 

（カ）入退場者管理に関すること。 

（キ）不審者、不審物の発見と適切な対応に関すること。 

（ク）大会関連施設への不法侵入予防、施錠確認等の管理に関すること。 

（ケ）犯罪行為等、円滑な運営を妨害しようとする者への対応に関すること。 

（コ）迷子及び遺失物等への対応に関すること。 

（サ）その他必要な警備業務に関すること。 

６ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における消防防災・警備業務の実施についても、 

必要に応じてこの要項を準用する。 
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